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昭
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右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 
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の
実
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に
関
す
る
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一 

 



 

大
阪
府
都
市
開
発
株
式
会
社
は
運
転
業
務
を
南
海
電
鉄
株
式
会
社
に
委
託
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
他
に
例
を
み

な
い
特
殊
事
例
で
あ
る
。
か
か
る
運
転
委
託
の
場
合
に
つ
き
、
一
般
的
に
そ
の
委
託
契
約
の
内
容
及
び
そ
の
妥
当

性
並
び
に
地
方
鉄
道
業
会
計
規
則
に
基
づ
く
会
計
処
理
等
の
公
正
を
担
保
す
る
た
め
解
明
を
求
め
る
要
望
が
高
ま

つ
て
い
る
。 

前
記
会
計
規
則
に
よ
れ
ば
、
鉄
道
業
営
業
費
は
線
路
保
存
費
、
電
路
保
存
費
、
車
輛
保
存
費
、
運
転
費
、
運
輸

費
、
保
守
管
理
費
、
輸
送
管
理
費
、
案
内
宣
伝
費
、
厚
生
福
利
施
設
費
、
一
般
管
理
費
等
の
各
項
に
分
類
さ
れ
、

そ
れ
ら
営
業
費
の
各
項
は
、
更
に
そ
れ
ぞ
れ
人
件
費
と
し
て
給
料
、
手
当
、
賞
与
、
退
職
金
、
法
定
福
利
費
、
臨

時
雇
賃
金
の
各
目
に
細
分
さ
れ
、
ま
た
経
費
と
し
て
修
繕
費
、
固
定
資
産
除
却
費
、
備
消
経
費
、
被
服
費
、
水
道

光
熱
費
、
旅
費
交
通
費
、
通
信
運
搬
費
、
雑
費
等
の
各
目
に
細
分
さ
れ
て
い
る
。 
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転
委
託
契
約
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意
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三 

 



 

し
か
し
て
私
鉄
統
計
年
報
に
よ
れ
ば
、
大
阪
府
都
市
開
発
株
式
会
社
の
昭
和
五
十
年
度
の
鉄
道
業
営
業
費
は
次

の
よ
う
に
届
け
ら
れ
て
い
る
。 

と
こ
ろ
で
、
前
記
の
と
お
り
大
阪
府
都
市
開
発
株
式
会
社
は
南
海
電
鉄
株
式
会
社
に
運
転
を
委
託
し
て
お
り
、

そ
の
職
員
数
と
委
託
分
の
内
訳
人
数
は
次
の
と
お
り
と
発
表
さ
れ
て
い
る
。 

       

四 

 



 

一 

大
阪
府
都
市
開
発
株
式
会
社
の
ご
と
く
、
運
転
業
務
を
委
託
し
て
い
る
場
合
の
鉄
道
業
営
業
費
の
各
項
各
目

の
人
件
費
の
計
算
は
、
職
員
総
数
で
計
算
す
る
の
か
、
委
託
人
数
で
計
算
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
残
人
数
で
計

算
す
る
の
か
。 

二 

ま
た
、
各
項
各
目
の
経
費
の
計
算
は
ど
の
よ
う
に
す
る
の
か
。
南
海
電
鉄
株
式
会
社
に
支
払
わ
れ
る
委
託
費 

      
そ
こ
で
次
の
と
お
り
質
問
す
る
。 

五 

 



 

四 

運
賃
収
入
に
つ
い
て
は
、
一
般
的
に
運
転
委
託
を
し
相
互
乗
入
れ
を
し
て
い
る
場
合
、
ど
の
よ
う
な
配
分
基

準
に
よ
つ
て
い
る
の
か
。
も
し
契
約
に
よ
つ
て
決
め
ら
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
そ
の
配
分
方
式
は
ど
う
な
つ
て
い

る
の
か
。 

五 

運
転
の
委
託
を
す
る
に
は
、
監
督
官
庁
の
許
可
が
必
要
だ
と
さ
れ
て
い
る
が
、
委
託
料
の
算
定
基
準
は
ど
の 

三 

線
路
保
存
費
に
つ
い
て
言
え
ば
、
人
件
費
は
保
線
区
、
営
繕
区
、
建
築
区
等
工
務
関
係
の
現
場
従
事
員
に
係

る
人
件
費
と
さ
れ
て
い
る
が
、
例
え
ば
土
木
部
門
は
、
右
委
託
会
社
十
一
人
、
委
託
分
十
人
と
さ
れ
て
い
る
と

こ
ろ
、
そ
の
賃
金
、
賞
与
、
退
職
給
与
引
当
て
、
保
険
料
等
は
右
委
託
会
社
の
規
定
を
適
用
す
る
の
か
、
右
受

託
会
社
の
規
定
を
適
用
す
る
の
か
。
以
下
地
方
鉄
道
業
会
計
規
則
に
定
め
る
鉄
道
営
業
費
の
各
項
、
各
目
に
つ

い
て
同
様
の
説
明
を
求
め
る
。 

を
各
目
ご
と
の
経
費
に
分
類
し
て
計
算
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
各
目
ご
と
の
経
費
を
積
み
上
げ
計
算
し
て
委
託

費
が
計
算
さ
れ
る
の
か
。 

六 

 



 

 

七 

よ
う
に
指
導
し
て
い
る
の
か
。 

六 

右
委
託
会
社
の
よ
う
に
兼
業
部
門
が
あ
る
場
合
の
営
業
費
の
配
賦
基
準
は
、
各
部
門
の
専
属
人
件
費
若
し
く

は
専
属
職
員
数
に
よ
る
こ
と
と
な
つ
て
い
る
が
、
こ
の
専
属
と
は
委
託
職
員
を
含
む
の
か
ど
う
か
。 

右
質
問
す
る
。 


